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平
成
２１
年
１０
月
か
ら

個
人
住
民
税
が
公
的
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
ま
す

平
成
２１
年
１０
月
か
ら

個
人
住
民
税
が
公
的
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
ま
す

問い合わせ先
　町民環境課　　℡３６６･７１１５
　※国民年金に関する問い合わせ・届出
　　は、町民環境課でお受けいたします。

障
害
基
礎
年
金
・
障
害
厚
生
年
金

（
１
級
・
２
級
）
の

受
給
者
と
な
ら
れ
た
方
へ

国
民
年
金
保
険
料
が

免
除
に
な
り
ま
す
。

忘
れ
ず
に
手
続
き
を

し
て
下
さ
い
。

　

障
害
基
礎
年
金
・
障
害
厚
生
年

金
（
１
級
・
２
級
）
の
年
金
受
給

者
に
な
ら
れ
た
場
合
で
も
、
20
歳

以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

国
民
年
金
制
度
に
は
、
国
民
年

金
、
厚
生
年
金
、
共
済
組
合
か
ら

障
害
基
礎
年
金
・
障
害
厚
生
（
共

済
）
年
金
（
１
級
・
２
級
）
の
年

金
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
届
出

に
よ
り
保
険
料
を
免
除
す
る
「
法

定
免
除
」
が
あ
り
ま
す
。

受
給
者
と
な
ら
れ
た
方
の

届
出
は

▽
第
１
号
被
保
険
者
の
方
（
自
営

業
者
、
農
林
漁
業
に
従
事
し
て
い

る
方
、
学
生
等
）�

↓
役
場
の
国
民
年
金
窓
口
へ

▽
第
２
号
被
保
険
者
の
方
（
会
社

や
役
所
な
ど
に
勤
め
て
い
る
方　

厚
生
年
金
・
共
済
組
合
の
加
入
者
）

↓
現
在
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
退
職
に
よ
り
第
１
号
被

保
険
者
と
な
る
時
は
、
役
場
の
国

民
年
金
窓
口
へ

▽
第
３
号
被
保
険
者
の
方
（
第
２

号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
）

↓
現
在
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
配
偶
者
の
退
職
等
に
よ

り
第
１
号
被
保
険
者
と
な
る
時
は
、

役
場
の
国
民
年
金
窓
口
へ

▽
国
民
年
金
未
加
入
の
方

↓
役
場
の
国
民
年
金
窓
口
へ

国民年金

《ご注意》
　障害等の状況が軽減し、障害基礎年金の
障害非該当による支給停止から３年を経過
したときは、保険料の納付が必要となりま

　

老
後
の
心
配
ご
と
や
財
産
管
理
、

生
活
支
援
な
ど
に
関
す
る
成
年
後
見

制
度
の
利
用
や
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
サ

ラ
金
問
題
に
つ
い
て
等
、
ど
う
ぞ
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と　
　

き　

　

９
月
26
日
（土）　

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

と 

こ 

ろ

　

三
重
県
司
法
書
士
会
館
３
階

　

津
市
丸
之
内
養
生
町
17
番
17
号

相
談
方
法　

　

面
談
（
予
約
不
要
）
と
電
話
相
談

　
　

℡
０
５
９･

２
４
６･

９
２
６
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
当
日
の
み
）

主　
　

催

　

三
重
県
司
法
書
士
会
、
リ
ー
ガ
ル

サ
ポ
ー
ト
み
え
、
三
重
県
社
会
福
祉

士
会

問
い
合
わ
せ
先

　

三
重
県
司
法
書
士
会

　
　
　

℡
０
５
９･

２
２
４･

５
１
７
１

無料成年後見相談会

　

町
で
は
、
身
体
に
障
が
い
の
あ

る
方
の
、
手
帳
取
得
に
係
る
相
談

や
補
装
具
（
車
椅
子
や
補
聴
器
等
）

の
交
付
・
修
理
の
要
否
、
一
般
更

生
（
社
会
復
帰
等
）
相
談
を
行
う
、

身
体
障
害
者
巡
回
相
談
を
実
施
し

ま
す
。

日　
　

時　
　

10
月
１
日
（木）

判
定
時
間　

午
後
２
時
〜
４
時

受
付
時
間　

午
後
１
時
〜
２
時

（
相
談
時
間
は
あ
ら
か
じ
め
福
祉

課
で
調
整
を
い
た
し
ま
す
）

判
定
内
容　

整
形
外
科
（
肢
体
）

　

補
装
具
の
交
付
・
修
理
の
要
否

判
定
、
手
帳
や
身
体
障
が
い
な
ど

の
医
療
相
談

耳
鼻
科
（
聴
覚
）

　

補
装
具
（
補
聴
器
）
の
交
付
要

否
判
定
、
手
帳
や
聞
こ
え
な
ど
の

医
療
相
談

注
意
事
項　

今
年
度
よ
り
、
身
体

障
害
者
手
帳
診
断
（
身
体
障
害
者

診
断
書
・
意
見
書
の
作
成
）
が
取

り
や
め
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。　
　

　

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
は
、
相
談
日
当
日
必
ず
『
手
帳
』

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

補
装
具
の
修
理
要
否
に
つ
い
て

の
相
談
・
判
定
は
、
現
在
使
用
中

の
も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
原
則
と
し
て
製
作
業
者
に
診

察
時
同
席
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

場　

所　
　
　

　

川
越
町
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー

予
約
締
切　

９
月
24
日
（木）

予
約
と
問
い
合
わ
せ
先　

　

福
祉
課
℡
３
６
６
・
７
１
１
６

身体障害者巡回相談のご案内  　

相談には、あらかじめ予約が必要となりますので、
福祉課へ予約をしてください。

整形外科・耳鼻科

退職金は
　　国の制度で

【
対
象
と
な
ら
な
い
方
】

※
年
金
所
得
以
外
の
所
得
（
給
与
、

　

不
動
産
等
）
が
あ
る
方

※
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き
落

　

と
し
さ
れ
て
い
な
い
方

※
引
き
落
と
さ
れ
る
町
県
民
税
額
が

　

老
齢
基
礎
年
金
等
の
額
を
超
え
る

　

方
な
ど

◇
引
き
落
と
し
開
始
後
、
町
外
へ
の

　

転
出
、
税
額
の
変
更
、
年
金
の
支

　

給
停
止
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
は
、

　

引
き
落
と
し
が
中
止
と
な
り
、
普

　

通
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く

　

こ
と
に
な
り
ま
す
。

◇
対
象
と
な
る
方
に
は
、
６
月
に
納

　

税
通
知
書
を
発
送
し
て
お
り
ま
す

　

の
で
税
額
等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

℡
３
６
６･

７
１
１
４

平成21年度
住民税改正
について

個人で納付（普通徴収） 天引き（特別徴収）

６月 ８月 10月 12月 ２月

年税額の 年税額の

１/４ １/６ １/６ １/６１/４

天引きを開始する年度

10月12月２月

年税額から仮徴収された
額を控除した額の

１/３ １/３ １/３

天引き（特別徴収）

４月 ６月 ８月

前年度下半期に天引き
された額の

１/３ １/３ １/３

天引き開始の次年度以降（平成22年度以降）

　中小企業退職金共済制度は、中
小企業で働く従業員のための外部
積立型の国の退職金制度です。

退職金は
　　国の制度で　　

行政書士による無料相談会

届
出
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、

認
印

日時及び場所
第１回　平成21年10月４日（日）　10：00～16：00

　　　　中部近鉄百貨店四日市店　

　　　　シャンデリア広場（近畿日本ツーリスト東）

第２回　平成21年10月10日（土）　10：00～16：00

　　　　イオン四日市尾平店　１階コムサイズム店横

第３回　平成21年10月18日（日）　10：00～16：00

　　　　イオン四日市北ショッピングセンター

　　　　２階５５カフェ店前

相談料無料、予約不要
相談内容（例）　
　遺言･相続･契約･離婚･示談等での書面作成、　
　内容証明、クーリングオフ、成年後見、各種　

　許認可申請、会社設立、その他

問い合わせ先　杉村事務所　℡３５１･０１１１

「困ったときは
　　とりあえず行政書士に！」

安全・確実な中退共制度を
ぜひご利用ください。

・掛金の一部を国が助成します。
・掛金は全額非課税です。
・掛金以外の経費がかかりません。
・退職金の管理が簡単です。

問い合わせ先
　独立行政法人
　勤労者退職金共済機構　
　　名古屋退職金相談コーナー
　　　　　　　℡０５２・８５６・８１５１

（平成21年度はすべての対象者の方がこの方法となります）

~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~

○天引きの方法
　

平
成
20
年
度
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
制
度
が
導
入
さ
れ
、
平
成

21
年
10
月
支
給
分
か
ら
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
金
融
機
関
に
出
向
い
て
納
付
書

で
お
支
払
い
す
る
手
間
が
な
く
な
り

ま
す

○
対
象
者　

　

前
年
中
に
公
的
年
金
等
の
支
払
い

を
受
け
た
人
で
、
当
該
年
度
の
初
日

（
４
月
１
日
）
現
在
65
才
以
上
の
公

的
年
金
の
受
給
者

○
主
な
対
象
年
金

①
老
齢
基
礎
年
金

②
（
通
算
）
老
齢
年
金
（
国
民
年

金
、
厚
生
年
金
、
船
員
保
険
）

③
（
通
算
）
退
職
年
金
（
国
家
公
務

員
共
済
、
地
方
公
務
員
共
済
、
私
立

学
校
教
職
員
共
済
）

○
天
引
き
さ
れ
る
税
額

　

厚
生
年
金
、
共
済
年
金
、
企
業
年

金
な
ど
を
含
む
全
て
の
公
的
年
金
等

に
係
る
所
得
額
に
応
じ
た
税
額

平成21年

年金


